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令和5年度ヘルスケア関連産業デジタル技術等活用促進事業 

委託業務に係る企画提案指示書 

 

１ 委託する業務名 

  令和5年度ヘルスケア関連産業デジタル技術等活用促進事業委託業務 

 

２ 業務の目的 

医療、介護、福祉の現場における人手不足や新型コロナウイルス感染症の流行等を背景に、 

業務の省力化や効率化、非接触化に資するICT、AIなどデジタル技術等を活用した製品のニー 

ズが高まっていることから、道内のIT、ものづくり企業のデジタル技術等を活用した医療・介 

護・福祉関連の製品等の開発等に向けた研修会の開催やアドバイザーの派遣、企業見学会の開 

催の取組を通じて、道内ヘルスケア関連企業の事業拡大を支援し、良質で安定的な雇用機会の 

確保を図る。 

 

３ 委託業務の内容 

（１） ヘルスケア関連製品開発促進研修会 

道内のITやものづくり企業等による、デジタル技術を活用した医療、介護、福祉関連の製

品等の開発を促進するための研修会を開催する 

ア 開催日程  契約の日～令和6年1月の間で2回（1回2時間程度） 

イ 開催場所  札幌市内 

ウ 参加企業  道内のITやものづくり、ヘルスケア関連企業 各回20社以上 

エ 実施内容  （ア）～（エ）の内容を2回に分けて実施 

（ア） 専門家等による講演 

・テーマ「デジタル技術を活用した医療、介護、福祉関連機器等の市場動向、 

開発に必要な知識や技術」等 

・講師は各回1名 

（イ） 開発事例の発表 

・道内外の中小企業等によるデジタル技術を活用した医療、介護、福祉関連

製品や、病院等のニーズに基づく製品の開発事例発表 

・各回2社程度。 

（ウ） 現場ニーズ発表 

・医療現場および介護現場における製品ニーズを現場スタッフより発表（そ

れぞれ10シーズ程度） 

（エ） 意見交換・交流会（講師、参加者、事例等発表者） 

（オ） 参加者へのアンケートの実施 

（カ） 研修会後のフォローアップ 

・ニーズ発表において、発表したニーズに対する製品開発に興味を持った参

加者と医療スタッフ等との面談を設定する等のマッチングとマッチングし

た企業に対する各種情報提供等のフォローアップの実施 

 

（２） アドバイザー派遣 

   道内外の専門家等を委嘱し、デジタル技術等を活用した医療、介護、福祉関連の製品等の

開発や改良、その他の課題解決に向けた助言を実施 

ア 派遣期間：契約の日～令和6年2月の間 

イ 派遣回数：計8回程度 
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（３）企業見学会 

ヘルスケア関連産業における人材確保に向け、デジタル技術を活用した、医療・介護・福

祉機器等の製造・開発・研究に積極的な企業に対して、新規学卒予定者・就職担当教職員な

どを対象とした企業見学会を開催し、ヘルスケア関連作業の理解促進を図る。 

ア 開催時期  契約の日から令和5年7月末まで 

イ 参加者   新規学卒予定者・教員等 約20名程度 

ウ 見学企業  2社程度 

        ・ヘルスケアIT分野をはじめとする、医療・介護・福祉関連のシステム 

や製品を開発・製造する道内企業等を選定。 

エ 実施内容  企業概要や業務内容の紹介、施設見学、質疑応答等 

 

（４）その他 

  ・道内や他都府県等の最新動向や道内事業者等の状況や課題について適宜把握に努め、各業 

務の実施計画の策定や進捗状況、課題等についての報告・討議を行うためのミーティングを 

月 1回程度開催すること。 

 

（５）事業実施報告書の作成及び提出期限 

ア 事業実施報告書 5部 

イ 事業実施報告書（概要版） 5部 

ウ ア、イを格納した電子媒体（CD-R又は DVD-R）1枚 

エ 提出期限：令和 6年(2024年)2月 29日 

     ※成果品の著作権は、道に帰属するものとする。 

     ※著作権、肖像権等に関しては権利者の許諾が必要な場合は、受託者において必要な

権利処理を行うものとする。 

 

４ 本事業におけるアウトプット・アウトカム目標 

（１） 本事業は「地域活性化雇用創造プロジェクト事業」に基づく委託業務であることから、 

国の示す「地域活性化雇用創造プロジェクト実施要領」等の関係規定を踏まえ実施すると 

ともに、本事業による良質な雇用による正社員就職者等の創出が求められることに留意す 

ること。 

 

   ア アウトプット目標 

      ヘルスケア関連製品開発促進研修会、アドバイザー派遣、企業見学会参加企業の合 

    計が 60社以上 

   イ アウトカム目標 

      正社員雇用数 10 名以上 

 

   ※「正社員」とは、非正規雇用者（期間の定めのある労働契約を締結する労働者、派遣労働

者、１週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の１週間の所定労働

時間を下回るものとして雇用される労働者、労働協約又は就業規則その他これに準ずるも

のに定めるところにより設けられた通常の労働者と同一の賃金制度が適用されていない労

働者を指す。）を除いた労働者を指す（この注意書きで記載する「通常の労働者」を指す。）。 

 

  ※良質で安定的な正社員については、令和 5年(2023 年)11月末日までに目標の 8割を達成

できるように努めること 

 

※「良質で安定的な正社員」とは、厚生労働省が「地域活性化雇用創造プロジェクト事業」
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で示す要件（就労期間における所定内給与額の１ヶ月当たりの平均が２０万８００円以上

であること及び月平均所定外労働時間が２０時間以下であること）を満たす正社員を指す。 

なお、当該要件は単年度における１ヶ月あたりの平均値であり、雇用開始時点から毎月、当

該要件を満たすことを事業者に求めるものではない。 

 

５ 契約の方法等 

（１）契約方法 

総合評価一般競争入札 

（２）委託期間 

契約の日から令和6年(2024年)２月29日（木）まで  

（３）その他 

  ア 本業務は、令和５年度の国の補助金の交付決定（国庫補助内示）前の準備行為として行

うものであり､交付決定（国庫補助内示）日や国における交付（内示）額の変更などにより

委託期間や業務の内容､委託料の額を変更する場合がある。なお､交付（内示）額が減額と

なった場合､減額後の積算上限額の範囲内で委託契約を締結するものとする。 

イ 本業務は、新型コロナウイルス感染症などの影響により業務内容の変更や業務委託を中

止する場合がある。その場合は、道と提案者の双方の協議により提案内容を変更するか、

契約を行わないことある。 

 

６ 企画提案及び審査の項目 

提案項目及び審査項目 

１．実施体制 

 ① 実施体制・役割等 

２．実施手法 

 ① 業務処理工程表・経費積算 

３．実施方策 

 

 

① ヘルスケア関連製品開発促進研修会 

② アドバイザー派遣 

③ 企業見学会 

４．実績 

 ① 過去の実績 

５． 追加提案（該当のある場合） 

 ① 追加提案 

６. 道施策との適合性（該当のある場合） 

 ①「北海道働き方改革推進企業認定制度」及び「障がい者雇用」 

 ②「パートナーシップ構築宣言」 

 

※記載上の留意事項 

  ・実施体制・役割等については、業務実施上の責任者、人員、担当者の経歴、役割及び組 

織図などを具体的に記載すること。 

  ・業務処理工程表・経費積算については、業務を効率的かつ効果的に実施できる全体スケジ 

ュール及び積算とすること。 

  ・過去の実績については、本業務遂行の参考となる類似事業等の実績を記載すること。 

  ・追加提案については、「２ 業務の目的」を達成するため、独自の提案がある場合に記載 

すること。 
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・道が実施している、「北海道働き方改革推進企業認定制度」の認定及び「障がい者就労支援 

企業認証制度」の認証を受けている場合は、該当の認定書（写し）や認証書（写し）を提出 

すること。なお、個人又は法人並びに複数法人による連合体（ 以下、「コンソーシアム」と 

いう。）の場合は、各構成員に係る認定書（写し）や認定証（写し）を提出すること。 

・国が実施している「パートナーシップ構築宣言」を宣言している場合は、該当の宣言書を 

提出すること。なお、コンソーシアムの場合は、各構成員に係る宣言書を提出すること。 

 

７ 総合評価一般競争入札に参加する者に必要な資格 

次のいずれにも該当すること。 

（１） 地方自治法施行令第167条の４第１項各号に掲げる者（未成年者、被保佐人又は被補助人 

であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は含まれない。）でないこと。 

（２） 地方自治法施行令第167条の４第２項の規定により競争入札への参加を排除されているも 

のでないこと。 

（３）道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。 

（４）暴力団関係事業者等であることにより、道が行う競争入札への参加を除外されていないこ 

と。 

（５）暴力団関係事業者等でないこと。 

（６）次に掲げる税を滞納している者でないこと。 

ア 道税（個人道民税及び地方消費税を除く。以下同じ。） 

イ 本店が所在する都府県の事業税（道税の納税義務がある場合を除く。） 

ウ 消費税及び地方消費税 

（７）次に掲げる届出の義務を履行していない者でないこと（当該届出の義務がない場合を除 

く。）。 

ア 健康保険法（大正11年法律第70号）第48条の規定による届出 

イ 厚生年金保険法（昭和29年法律第115号）第27条の規定による届出 

ウ 雇用保険法（昭和49年法律第116号）第７条の規定による届出 

（８）単体法人で参加する場合は、道内に本店又は主たる事業所あるいは支店等の拠点を有する 

ものであること。また、コンソーシアムで参加する場合は、道内に本店又は主たる事務所を 

有するものをその構成員に含むものであること。 

（９）コンソーシアムの構成員が単体の法人としても重複参加する者でないこと。また、コンソ 

ーシアムの構成員が他のコンソーシアムの構成員として重複参加する者でないこと 

 

８ 参加資格申請書等の提出 

（１）提出書類 参加資格申請書、添付資料 

（２）様式   参加資格申請書 別添様式による 

（３）提出部数 参加資格申請書、添付資料とも 1部 

（４）提出期限 令和 5年(2023年)5月 12日（金）17時（必着） 

（５）提出場所 １１の（６）とおり 

（６）提出方法 持参または郵送（簡易書留、書留のいずれか）による 

 

９ 企画提案書等の提出 

（１）提出書類 企画提案書、付属資料 

（２）様式   企画提案書 別添様式による 

（３）提出部数 企画提案書、付属資料とも 7部 

        ※1部は提案者名を記載したもの。残り 6部は提案者名を記載しないもの。 

         文中にも提案者名を記載しないよう注意すること。 

（４）提出期限 令和 5年(2023年)5月 12日（金）17時（必着） 
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（５）提出場所 １１の（６）のとおり 

（６）提出方法 持参または郵送（簡易書留、書留のいずれか）による 

 

１０ 総合評価審査委員会（ヒアリング）の実施 

（１）参加者として選定した者から、総合評価審査委員会においてヒアリングを行う。ヒアリン

グの日時及び場所については、別途通知する。 

（２）参加者が５者を超える場合は、委員による書類選考により、ヒアリング対象者を５者程度

に絞る場合がある。 

（３）ヒアリングの対象とならなかった提案者の提案は無効とする。 

 

 

１１ その他留意すべき事項 

（１）原則として委託経費の５０％以上を、人件費（給与、講師謝金等）としてください。 

（２）委託契約締結後、新型コロナウイルス感染症などの影響により業務の一部や実施方法の変

更を求める場合があります。 

（３）公募手続きにおいて使用する言語、通貨 

   日本語、日本円 

（４）無効となる提出書類 

   企画提案書及び付属資料が次の事項の一つに該当する場合には無効となることがある。 

   ・提出期限、提出先、提出方法に適合しないもの。 

   ・指定する作成様式及び記載上の留意事項に示された条件に適合しないもの。 

   ・記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないもの。 

   ・虚偽の内容が記載されているもの。 

（５）その他 

ア 全ての提出書類の作成・提出に係る費用は、提案者の負担とする。 

イ 提出された企画提案書等は、総合評価一般競争入札の目的以外には、提出者に無断で 

使用しないこととする。 

なお、特定された者と契約を締結した後は、当該企画提案書等を成果品が納品される 

日まで閲覧に供する場合がある。 

ウ 提出された書類は審査を行う作業に必要な範囲において、複製を作成することがあ 

る。 

エ 提出期限以降における企画提案書等の差し替え及び追加等は認めない。 

オ 全ての提出書類は返却しない。 

カ 本業務に係る質問は、企画提案書等の提出期限の日まで受け付けるものとする。 

（６）問合せ先及び参加資格申請書、企画提案書等の提出先 

   郵便番号 ０６０－８５８８ 

   札幌市中央区北３条西６丁目（北海道庁本庁舎８階） 

   北海道経済部産業振興局産業振興課健康長寿産業担当（担当：山口） 

   電話 ０１１－２０４－５３３６（直通） ＦＡＸ ０１１－２３２－２１３９ 

   電子メールアドレス yamaguchi.masashi#pref.hokkaido.lg.jp 

※@を#に変えていますので、@に置き換えの上送信願います。 


